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教育課程研究集会

小学校・中学校 特別活動

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
令和２年度　教育課程研究集会　小学校・中学校の特別活動についてご説明いたします。



本日の主な内容

・特別活動における学習評価について

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏まえた

特別活動について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日は、大きく分けて、この２点についてご説明いたします。



特別活動における学習評価について

特別活動における

学習評価の改善

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、特別活動における学習評価についてですが、今回の改善の基本方針は①学習評価を子どもたちの学習改善に繋げていくこと。②それから先生方の指導改善につながるようにすることです。これまであたりまえにやってきたことでも調整が必要なものは見直していく必要があります。	



改善等通知 別紙１ 「５ 特別活動の記録」

（前略）各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点
を記入した上で、各活動・学校行事ごとに、評価の観点に照ら
して十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に、
○印を記入する。
評価の観点については、小学校学習指導要領等に示す特別

活動の目標を踏まえ、各学校において別紙４を参考に定める。
その際、特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏ま
え例えば「主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態
度」などのように、より具体的に定めることも考えられる。記入
に当たっては、特別活動の学習が学校や学級における集団生
活や生活を対象に行われるという特質に留意する。（後略）

1 

※  中学校は、別紙２「４特別活動の記録」に示されています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
改善等通知の指導に関する記録の中では、各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入するとあります。ですから、各学校での子どもたちの実態や地域の実態を考えて、どんな観点が必要かを学校全体できちんと相談し、観点を設定する必要があります。そして評価の観点に照らし合わせた場合、十分満足できる活動の状況を見とっていくために、子どもたちの、どのような活動が満足できるものかを、事前に学校内で共通理解を図っておくことも必要です。



特別活動の「評価の観点」とその趣旨の設定例

改善等通知の別紙4の例示をもとに具体的に観点を定めた例

観
点

よりよい生活を築くため

の知識・技能

集団や社会の形成者とし

ての思考・判断・表現

主体的に生活や人間関係

をよりよくしようとする

態度

趣
旨

多様な他者と協働する

様々な集団活動の意義や、

活動を行う上で必要となる

ことについて理解している。

自己の生活の充実・向上や

自分らしい生き方の実現に

必要となることについて理

解している。

よりよい生活を築くため

の話合い活動の進め方、合

意形成の図り方などの技能

を身に付けている。

所属する様々な集団や自

己の生活の充実・向上のた

め、問題を発見し、解決方

法について考え、話し合い、

合意形成を図ったり、意思

決定をしたりして実践して

いる。

生活や社会、人間関係を

よりよく築くために、自主

的に自己の役割や責任を果

たし、多様な他者と協働し

て実践しようとしている。

主体的に自己の生き方に

ついての考えを深め、自己

実現を図ろうとしている。

※ 「指導と評価の一体化」 のための学習評価に関する参考資料 ｐ２８参照

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
評価の観点例として、ただ知識・技能とするのではなく「よりよい生活を築くための知識・技能」といったように、より具体的に定めることも考えられ、思考・判断・表現や主体的に学習に取り組む態度においても同様です。観点や趣旨を定めるときの注意点として文末表記に気を付けてください。知識・技能は「○○を理解している」とか「○○を身に付けている」といった表現になります。思考・判断・表現は「○○している」という形で、ここでは、「実践している」と示されています。主体的に学習に取り組む態度の観点では「○○しようとしている」といった形で表すようにしてください。これは指導案等での評価規準においても同様です。



特別活動の「評価の観点」とその趣旨の設定例

特別活動における資質・能力の視点

（「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」）をもとに重点化を図った例

観
点

集団や社会に参画する

ための知識・技能

協働してよりよい生活や人

間関係を築くための思考・

判断・表現

主体的に目標を立てて

共によりよく生きよう

とする態度

趣
旨

多様な他者と協働し、

集団の中で役割を果たす

ことの意義や、学級・学

校生活を向上する上で必

要となることを理解して

いる。

よりよい生活づくりの

ための話合いの手順や合

意形成の図り方などの技

能を身に付けている。

多様な他者と協働して、より

よい生活や人間関係を築くため

に、 集団や個の生活上の課題

について話し合い、合意形成を

図ったり、意思決定したりして

実践している。

学級や学校の一員とし

てのこれまでの自分を振

り返り、なりたい自分に

向けて目標をもって努力

し、他者と協働してより

よく生きていこうとして

いる。

※ 「指導と評価の一体化」 のための学習評価に関する参考資料 ｐ２９参照

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
その他の観点例として、特別活動で育てる資質・能力の視点から定めることも考えられます。特別活動において育成すべき「人間関係形成・社会参画・自己実現」の資質・能力に重点化を図り、それぞれを３つの観点に設定した場合、このようになります。　　　　　　　　



特別活動の「評価の観点」とその趣旨の設定例

社会参画に重点化を図った例

観
点

多様な他者と協働するた

めに必要な知識・技能

趣
旨

学級・学校生活の充実の

ために主体的に参画するこ

との意義や、そのための話

合いの手順を理解している。

学級会等における合意形

成の図り方などの技能を身

に付けている。

集団や社会をよりよくす
るための思考・判断・表
現

主体的に集団活動や生活
をよりよくしようとする
態度

学級・学校の生活の改善・

充実を図るために、多様な他

者のよさを生かし、協働して

実践しようとしている。

なりたい自分を目指し、こ

れまでの自分を振り返り、こ

れからの集団活動や生活に生

かそうとしている。

学級・学校生活の充実・

向上のために課題を考え、

話し合い、集団としての解

決方法を合意形成を図って

決定したり、自分の実践目

標を意思決定したりしてい

る。

※ 「指導と評価の一体化」 のための学習評価に関する参考資料 ｐ２９参照

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、各学校の、目標や目指す子ども像を見たときに、集団や社会に対して積極的に関わり、よりよく生活できる力の育成があれば、社会参画に重点化を図った観点を設定することもできます。この３観点は後半に説明します、指導要録の記録のところでも関わってきますので、まずは各学校における（全学年共通の）特別活動の観点を設定してください。評価の観点の例示については、「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料の２８、２９ページにありますので参考にしてください。



特別活動の「評価の観点」とその趣旨の設定例

自己実現に重点化を図った例

観
点

将来の自己と学びを結びつ

けるために必要な知識・技

能

趣
旨

将来の社会的・職業的な

自立と現在の学習とのつな

がりを理解し、自己の生活

をよりよくするために個性

を活かす方法を身に付けて

いる。

自己の生活課題を改善す
るための思考・判断・表
現

主体的に人間としての生
き方を選択しようとする
態度

日常の生活や自己の在り方

を自主的に改善するとともに、

将来を思い描き、自分らしい

生き方を主体的に選択しよう

としている。

集団の中で、個々人が共

通して直面する現在及び将

来に関わる課題を発見する

とともに、必要な情報を収

集・整理して考察し、解決

に向けて意思決定している。

※ 「指導と評価の一体化」 のための学習評価に関する参考資料 ｐ２９参照

（中学校用）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
なお、中学校版では、特別活動で育成を目指す資質・能力の３つの視点ごとに重点化を図った例を示しています。これは、自己実現に重点化を図った観点例ですが、人間関係形成・社会参画に重点化を図ったものも例示していますので、ご確認ください。



特別活動の学習評価を行うに

当たっての基本的な考え方

特別活動における学習評価について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、特別活動の学習評価を行うに当たっての基本的な考え方についてです。



○ 評価体制を確立し、学校全体で共通理解を図
る。

○ 子どもたちのよさや可能性を多面的・総合的
に評価する。

○ 評価を通じて、教師が自己の指導の内容や方
法、指導過程等を振り返り、より効果的な指導
が行えるように工夫改善を図る。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
改善等通知で、評価体制を確立して学校全体で共通理解を図るとされています。これは子どもたちの良さや可能性を見とるということです。特別活動では良さや可能性を見とっていく中で、子どもたちが「よーしがんばるぞっ」と思うような評価をしていくことがポイントになります。そして、改善の基本方針でもお伝えしましたが、評価を通じて子どもたちの学習状況を見とるだけではなく、適宜、指導過程や指導内容を振り返って、より効果的な指導を行えるように工夫改善を行い、先生方の指導改善につなげていくことが大切となります。



評価の手順

特別活動における学習評価について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして評価の手順ですが、



①指導と評価の計画の作成

②評価のために基礎資料の収集

特別活動の全体計画及び各活動・学校行事
ごとの指導と評価の計画を作成する。

計画に基づいて、評価のための基礎資料を
収集する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず指導と評価の計画を立て、基礎資料集め、評価をし、評価体制を見直していくとう手順で行います。まず指導計画をたてる前に、特別活動の全体計画及び各活動・学校行事ごとの指導と評価の計画を立てなければなりません。そして、その計画に基づいて実施し、子どもたちの基礎資料を収集します。評価するためには、まず「こうだったなぁ」という記録が必要ですが、過度に記録に追われすぎないようにも注意しましょう。



③評価の実施

④評価体制の改善

収集した資料を各学校で定めた所定の手続
きにしたがって多面的・総合的に判断し、
評価を行う。

評価結果を各学校における指導や評価体制
の改善に生かす。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして評価の実施ですが、各学校で定めた所定の手続きに従って多面的・総合的に行います。では、なぜ多面的・総合的評価を行うかというと、特別活動は学級担任だけが指導するものではありません。例えば、小学校の児童会活動は、担任以外の先生が指導する場面が多くあります。もちろんクラブ活動も同様のことが言えます。学級担任の先生以外が見とったその子のよさを、きちんと評価していけるようにしましょう。それぞれの先生方がただ見て終わりといった一方的・一面的に見るのではなく、きちんと見とったことを学級担任へ戻るように多面的・総合的に行い、子どもたちを色々な面で見ていくようにしましょう。



評価体制の確立

特別活動における学習評価について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
評価体制の確立ですが



特別活動の全体計画及び各活動・学校行事
ごとの指導と評価の計画に基づいて行う。

主として学級担任が事前から事後の振り返
りまでの児童生徒の活動の様子から、積極的
によさや可能性を見取るようにする。

学級活動

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先生方がそれぞれの場面で子どもたちの良さを見とったのにも関わらず、きちんと学級担任に戻ってくるシステムができていなければ意味がありません。もし、評価体制ができていなければ学級以外での子どもの頑張り等が反映されず、正確に評価することが困難です。評価体制を確立するためには、必ず特別活動の全体計画及び各活動・学校行事ごとの指導と評価の計画を立て、それに基づいて行うことが重要です。特別活動の全体計画、年間指導計画の作成を見ていくと、学習指導要領に「作成すること」とあります。全体計画に示す例としては、学習指導要領解説の139ページにもあるように学校教育目標や特別活動の重点目標などが挙げられます。作成上の留意点として学校の創意工夫を生かして、子どもたちの自主的、実践的な活動内容にすることです。そして、学級活動は主として学級担任が事前から事後まで積極的に良さや可能性を見とるようにします。学級に複数の先生が入っている場合は事前に指導や評価について共通理解しておくとより効果的に評価することができます。



評価に必要
な資料を収集
する方法を工
夫するととも
にそれらが学
級担任の手元
に届き、活用
されるように
する。

児童（生徒）会活動、クラブ活動（小学校のみ）、学校行事

個々の児童
生徒の活動状
況について、
学級担任と担
当する教師の
間で情報交換
を密にする。

学級担任

学級担任以外の教師

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それから児童会・生徒会活動やクラブ活動・学校行事では学級担任以外の先生が子どもたちの姿を見とることが多くあります。だからこそ担当の先生が資料を収集し、それらが学級担任の手元に届くような仕組みを意図的に計画しておかなければなりません。個々の児童生徒の活動状況について学級担任、それ以外の先生で情報交換ができるように工夫する必要があります。



各活動・学校行事ごとの
評価規準の作成

「目指す児童生徒の姿」を
具体的に設定

１単位時間の
指導計画

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料の第２編を
活用

本時は、思考・判断・表
現を中心に重点化を図る。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして、1単位時間の指導計画を考えておくことも重要なことです。学校として徹底しなければならないものであり、作っておかなければならないものです。そして、評価については１単位時間ごとに評価規準として作成するのではなく、目指す児童生徒の姿として具体的に設定し、こんな姿が見取れたら「○とする」ということを決めておきます。活動は事前から事後にわたって行われますので、どの時間にどの観点を見取っていくかを計画するようにしましょう。その際、本時では、実際の児童生徒の活動の様子から、思考・判断・表現に重点化を図って評価することも考えられます。



内容のまとまりごとの評価規準の設定
〔小学校（中学校）特別活動における内容のまとまり〕
学級活動・・・(1)学級や学校における生活づくりへの参画

(2)日常の生活や学習への適応と自己の成長
及び健康安全

(3)一人一人のキャリア形成と自己実現

児童（生徒）会活動
クラブ活動（小学校のみ）
学校行事・・・(1)儀式的行事

(2)文化的行事
(3)健康安全・体育的行事
(4)遠足（旅行）・集団宿泊的行事
(5)勤労生産・奉仕的行事

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
各学校において定めた特別活動の評価の観点をもとに、内容のまとまりごとの評価規準を作成します。各教科等の内容のまとまりと言うのは各教科によってそれぞれちがいますが、特別活動の内容のまとまりは学級活動（1）（2）（3）それから児童会・生徒会活動、クラブ活動、学校行事の各活動になっています。特別活動の各活動・学校行事ごとの評価規準の作成については「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料の第２編で例示されていますので、ぜひ参考にしてください。



学習指導要領の「各活動・学校行事の目標」及び学習
指導要領解説で例示した「各活動・学校行事における育
成を目指す資質・能力」を参考に、各学校において育成
を目指す資質・能力を重点化して設定する。

「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順

学習指導要領解説では、各活動・学校行事の内容ごと
に育成を目指す資質・能力が例示されている。そこで、
学習指導要領で示された「各活動・学校行事の目標」及
び学習指導要領解説で例示された「資質・能力」を確認
し、各学校の実態に合わせて育成を目指す資質・能力を
重点化して設定する。

小学校の場合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
内容のまとまりごとの評価規準作成については、各学校の実態に合わせて育成を目指す資質・能力を重点化して設定します。



観点ごとのポイントを踏まえ、「内容のまとまりごと
の評価規準」を作成する。

「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順

各学校で作成した評価の観点や目指す資質・能力をも
とに学習指導要領で示された各活動・学校行事の「内
容」に即して、評価規準を作成する。

学級活動については、発達の段階に即し、低・中・高学年
ごとに評価規準を作成することが考えられる。その際、学習
指導要領第６章第２〔学級活動〕３(1)に示された「各学年
段階における配慮事項」（小学校学習指導要領解説特別活動
編Ｐ７６）や、「学級活動(1)の発達の段階に即した指導の
めやす」（同Ｐ７８）を参考にすることができる。

小学校の場合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして、学級活動については、小学校では１年生から６年生までの長期にわたることから、発達の段階に即して低・中・高学年ごとに評価規準を作成することが考えられます。その際、学習指導要領第６章第２〔学級活動〕の３の(1)に示された「各学年段階における配慮事項」や、「学級活動(1)の発達の段階に即した指導のめやす」などを参考に、子どもたちの実態や各活動の特質を踏まえ、適切な指導を行えるようにしましょう。



「内容のまとまりごとの評価規準」作成の手順

学習指導要領第５章第３の１の(2)で、次のとおり示して
いる。

(2) 各学校においては特別活動の全体計画や各活動及び学校行事の
年間指導計画を作成すること。その際、学校の創意工夫を生かし、
学級や学校、地域の実態，生徒の発達の段階などを考慮するとと
もに、第２に示す内容相互及び各教科、道徳科、総合的な学習の
時間等の指導との関連を図り、生徒による自主的、実践的な活動
が助長されるようにすること。また、家庭や地域の人々との連携、
社会教育施設等の活用などを工夫すること。

学級活動においても、生徒の発達の段階などを考慮し、評
価規準を作成することが考えられる。

中学校の場合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中学校では、学習指導要領第５章第３の１の(2)で示されたことに留意して指導計画を作成し、生徒の発達段階を考慮した、学級活動の評価規準の作成が考えられます。



各活動・学校行事ごとに指導と評価を適切
に位置付けた計画を作成する。

それぞれの目標やねらいが十分達成できる
ように、よく検討して適切に授業時数を充て
る。

特別活動の授業のうち、児童会活動、クラ
ブ活動及び学校行事については、それらの内
容の応じ、年間、学期ごと月ごとなどに適切
な授業時数を充てるものとする。

※ 中学校は、中学校学習指導要領第１章総則編第２(2)イに示しています。

「小学校学習指導要領第１章総則編第２(2)イ」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
各活動・学校行事ごとに適切な指導計画を作成する上で大事なのは年間・学期ごと、月ごとで適切な授業時数を充てることです。学級活動では各教科との関連を図るだけではなく、時間の配当や内容の配分を工夫します。年間計画では合意形成を特質とした学級活動(1)は議題例になっているでしょうか。(1)は子どもたちが日々の生活から見つけるため、議題例となっています。そして毎回毎回、同じ議題例になっていないでしょうか。また、意思決定を特質とする学級活動(2)のア～エ、学級活動(3)のア～ウの全ての題材が年間を通して示されているでしょうか。他にも目安となる時数が示されているでしょうか。学年が上がるにつれて学級活動(1)に充てる時間が十分確保できているか確認してください。学級活動(2)(3)においては学校で設定するもので、重点化を図ったり、系統的になったりしているか確認しましょう。例えば、１年生で行った、上手な歯磨きという題材を2年生でも3年生でも同じようにすることが無いようにしましょう。このことについては特別活動指導資料の68、69ページにも載っていますのでぜひ、参考にしてください。



多面的・総合的な評価の工夫

特別活動における学習評価について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
多面的・総合的な評価の工夫として



活動の結果だけでなく、活動の過程における児
童生徒の努力や意欲などを積極的に認める。

児童生徒のよさを多面的・総合的に評価

児童生徒が自己の活動を振り返り、新たな目標
や課題がもてるようにする評価を進める。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
特別活動においては、児童生徒が自己の活動を振り返り、新たな目標や課題が持てるようにする評価を進めるために活動の結果だけでなく、活動の過程における児童生徒の努力や意欲などを積極的に認めたり、児童生徒の良さを多面的-・総合的に評価したりすることが大切です。児童生徒一人ひとりを評価する方法としては、教師による観察が中心となりますが、チェックリストや児童生徒自身の各種記録の活用など評価方法の特質を生かして、評価するようにします。特に児童生徒が「活動に見通しをもって取り組み、活動を振り返って、次の課題解決に繋げたり、改善したりする」等、自主的、実践的に取り組むことができるようにします。そのために、児童生徒の学習活動として、自己評価や相互評価を行うことも有効です。したがって観察による教師の評価と併せて、児童生徒自身による評価を参考にすることも考えられますが、児童生徒の評価をそのまま教師の評価とすることのないようにしましょう。また児童生徒一人ひとりの良さや可能性を生かし伸ばす点から、児童生徒のより良い姿が見られた際には随時、当該児童生徒に伝えたり、学級や学年、学校全体に紹介したりすることが考えられます。



指導要録における

特別活動の記録

特別活動における学習評価について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
指導要録における特別活動の記録については



※ 「指導と評価の一体化」 のための学習評価に関する参考資料 ｐ４１参照

指導要録への記入例〔年度当初〕

余 白

・各学校で設定した観点
を記入します。

・全学年に共通した評価
の観点を設定します。

※観点の変更がある場合を想定して余
白を設けておきます。

○よりよい生活を築くため
の知識・技能

○集団や社会の形成者とし
ての思考・判断・表現

○主体的に生活や人間関係
をよりよくしようとする
態度

※ 小学校の場合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
特別活動の場合には指導要録の様式の観点が空白になっています。何故かと言うと特別活動の特質と各学校の実態に合わせて各学校で観点を定めるからです。年度当初、例えばよりよい生活を築くための知識・技能等のように各学校で記入します。また、この観点については全学年に共通したものになるようにしてください。途中で変えることもあるので余白の部分も作っておきます。例えば、「集団や社会の形成者としての思考・判断・表現」を「よりよい生活や人間関係を築くための思考・判断・表現」に変更したいと思ったら、いつ変えたかと言うことがわかるようにしておく必要があります。



※ 「指導と評価の一体化」 のための学習評価に関する参考資料 ｐ４１参照

指導要録への記入例〔年度末：５年生の例〕

余 白

・各活動、学校行事ごと
に、「十分満足できる
状況にある」と判断さ
れる場合に○印を記入
します。

・特別活動は、担任以外
の教師が指導すること
も多いことから、評価
体制を確立し共通理解
を図って子どもたちの
よさや可能性を多面的・
総合的に評価すること
が求められます。

○よりよい生活を築くため
の知識・技能

○集団や社会の形成者とし
ての思考・判断・表現

○主体的に生活や人間関係
をよりよくしようとする
態度

○

○

○

※ 小学校の場合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
例えば５年生の年度末の記入の場合、それぞれの学級活動についてもこの観点でどうか。児童会活動についてどうか。クラブ活動についてもどうか。学校行事についてもどうかを見ていきます。特に、学校行事は評価規準を定めるときに(1)から(5)ごとの内容のまとまりごとに評価規準を立てていただきましたが、評価についてはそれぞれの行事ごとにするわけではありません。具体的に、入学式での評価、卒業式での評価と言うことではありません。学校行事で身につけたい資質・能力は(1)の儀式的行事から(5)の勤労生産・奉仕的行事まで全体に即して育成するため、評価は学校行事全体で行います。なので場合によっては重点化を測って評価をしていく必要があります。学校行事は１年間いろいろありますので、この学年では特に、この行事に重点を置くといった評価をすることが考えられ、子どもたちのよさや可能性を多面的に見とっていきます。またクラブ活動の評価については４年生から実施した場合は、１年から３年は斜線になります。児童会活動については１年生から６年生までが児童会です。委員会活動を運営するのは、主に５年生６年生ですが、児童会活動は1年生から6年生まで関わっていますので低学年だから○がつかないって言う事はないようにしてください。



総合所見及び指導上参考となる諸事項への記載

小学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項に
ついては、児童生徒の成長の状況を総合的に捉えるため、以
下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述すること。
（以下略）

①各教科や外国語活動、総合的な学習の時間の学習に関する
所見

②特別活動に関する事実及び所見
③行動に関する所見 （以下略）

指導要録の「特別活動の記録」に○印を付けた具体的な活動
の状況等については、「総合所見及び指導上参考となる諸事
項」の欄に簡潔に記述することで、評価の根拠を記録に残す
ことができます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして、「なぜこれに○がついたのか」そのことが担任以外の先生にもわかるように、文章で箇条書き等により端的に記述する必要があります。



総合所見及び指導上参考となる諸事項等

・総合所見及び指導上参考となる諸事項については，要点を箇条書きとするなど，その記載事項

を必要最小限にとどめる。

・ 行動の記録については， 従前と同様の形で実施。

改善等通知(30文科初第1845号平成31年３月29日付通知)
小学校児童指導要録（参考様式）

様式２ （指導に関する記録）裏面

【行動の記録】

従前と同様

【総合所見及び指導上参考となる諸事項】
要点を箇条書きとするなど、 記載事項を必要最

小限に特別活動の評価の根拠を記録に残す

＜参考＞「児童生徒の学習評価の在り方について（報告） 」
（平成31年１月21日） p.18

改善等通知３． （５） ※中学校生徒指導要録 （参考様式） においても同様

※ 教師が文章記述により指導要録に記載した事項は、
児童本人や保護者に適切に伝えられることで，初めて
児童の学習の改善に生かされるもの。指導要録に記
載する作業以上に，評価について児童生徒にフィード
バックを行ったり， 通知表や面談などの機会を通して
保護者にも評価に関する情報を共有したりすることに
一層注力すべき。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そのために、指導要録の総合所見及び指導上参考となる諸事項のところに具体的な状況について評価の根拠を記録に残すと言うことを大事にしてください。



学習評価の在り方ハンドブック

・学習評価の基本的な考え方

・学習評価の基本構造

・観点別学習状況の評価について 等

※ 小・中学校編、 高等学校編
国立教育政策研究所のウェブサイトに掲載

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料

・学習評価に関する事例
・年間指導計画例（小学校）

・指導に生かす評価 等

※ 小学校版・ 中学校版
国立教育政策研究所のウェブサイトに

掲載、市販版は７月刊行

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料及び、参考となる資料は、国立教育政策研究所のホームページにございますので、ご覧ください



新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点を踏まえた特別活動について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点を踏まえた特別活動についてですが



⑬特別活動
〇 特別活動は、学級、学年、学校を単位とした集団生活におけるよりよい人間関係の形成を通し

て、学級や学校の生活の充実・向上を図る特質を有することから学校という場において行うこと

が基本となる。 特に学級活動は、教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係の形

成を通して学習や生活の基盤の形成に資する活動であることに鑑み、原則として毎週１ コマ、学

校の授業として行うこととして年間指導計画等の諸計画を見直すことが重要である。

〇 学校再開に当たっては、特に学級生活における人間関係の形成、生活や学習の基盤の形成を重

視することとし、例えば、(1)学級や学校における生活づくりへの参画では、「学級や学校におけ

る生活上の諸問題の解決」「学級内の組織づくりや役割の自覚」、(2)日常の生活や学習への適応

と自己の成長及び健康安全では、「よりよい人間関係の形成」、「心身ともに健康で安全な生活

態度の形成」、(3)一人一人のキャリア形成と自己実現では、「希望や目標をもって生きる意欲や

態度の形成」「主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用」のうち、関連する内容に重点を

おいて学級活動を展開することが考えられる。

〇 児童会（生徒会）活動、クラブ活動（小学校のみ）、学校行事についても、それぞれの目標や

必要性を確認して年間指導計画等の諸計画を見直すとともに、感染症対策を講じながら、児童生

徒や学校の実態に応じて創意工夫して実施することが求められる。

学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事項等について（通知） 令和２年６月５日

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本年度は、４月より臨時休校の影響もあり、スムーズな学級開きもできなかった学校も多かったと思います。学校再開後は、今まで経験したことのない状況を過ごし、ストレスや不安を抱えているかもしれない状況で登校してきたと思います。また、今現在も、新しい生活様式に戸惑いながらも毎日生活している児童生徒もいると思います。学校生活の基盤は、学級です。感染症対策を講じながら、創意工夫して、よりよい学級活動によって教師と児童生徒との信頼関係構築、また児童生徒相互のよりよい人間関係の形成をすることにより、安全で安心できる学級がつくられます。



臨時休業中、学校再開後の各学校の取組の工夫例（小学校）

・臨時休業中、WEBで各委員会の委員長と話し合い、よりよい学校生活をつくるため

に各委員会でどんなことができるかを協議。学校再開後の委員会活動に生かしてい

る。

・分散型登校の際、自己紹介カードを書いたり、別の登校グループの友達へのメッ

セージを付せんに書いたりして掲示した。「学級掲示板」を通して互いを知り、全

員登校の際にスムーズに関わることができるようにした。

・「１年生を迎える会」について学級で話し合い、１年生に向けた動画メッセージを

作成。TV放送で実施した。

・学級の友達のことを知り、仲を深めるためにどうしたらよいかを学級会で話し合っ

た。「友達ビンゴ」や「私は誰でしょうクイズ」など３密を避けてできる内容を合

意形成し、創意工夫して実践した。

・今年度のクラブ活動について、今の状況で活動できるクラブや内容について、子ど

もたちが話し合い、見直しを行った。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは、臨時休業中、学校再開後の各学校での取組の工夫例です。自分たちで考え、話し合って合意形成し、協力して実現していく、その学級の形成者としての経験を児童生徒にさせることが大切です。児童会（生徒会）活動や学校行事などの異年齢交流活動等は、実施時期の変更、会場の変更、規模の縮小、WEBや校内放送の活用などの創意工夫をしてください。



臨時休業中、学校再開後の各学校の取組の工夫例（中学校）

・WEBで生徒会役員が話し合い、よりよい学校生活をつくるためにどんなこと

ができるかを検討。学校再開後の委員会活動に生かしている。

・話し合いの際には、 スクール型で話し合う、 机と机の間を離す、机なしで

半円の形にいすを並べて行う、体育館で話し合うなど、３密を避け、工夫し

て実施。

・ソーシャルディスタンスを守ることができるためのアイデアを全校に募集し、

ポスターを作成したり、廊下にマークを付けたりして、生徒自ら気を付ける

ことができるようにした。

自ら学級や学校の集団における生活上の課題に気付くことができるようにする
ためには、学級経営の充実を図り、学級の人間関係や共感的土壌を築くことが
大切である。今まで経験したことがない状況だからこそ、どうしたらよいか
「自分たちで」考え、話し合って合意形成し、協力して実践するなど、特別活
動の充実を図り、自治的能力の育成につなげることが求められる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
新型コロナウイルス感染症への対策を講じながら、特別活動の目標として掲げた資質・能力を児童生徒が身につけられるよう、学習活動をすすめてください。これで、説明を終わります。ご試聴ありがとうございました。
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